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三
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四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
調
査
機
関
か
ら
次
の
と
お

り
業
務
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

指
定
番
号

指
定
調
査
機
関
名

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

廃
止
年
月
日

二
〇
〇
三－

〇
四
〇

〇
〇－

一
〇
〇
一

株
式
会
社
サ
ト
ー
サ
ー
ビ

ス

研
究
所

仙
台
市
若
林
区
卸
町
一
丁
目
四
番
二
号

平
成
三
十
一
年

四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

河
原
町
病
院

仙
台
市
若
林
区
南
小
泉
字
八
軒

小
路
四
番
地

令
和
元
年
九
月
一
日

令
和
四
年
八
月
三
十
一

日

石
巻
市
立
病
院

石
巻
市
穀
町
十
五
番
一
号

令
和
元
年
九
月
一
日

令
和
四
年
八
月
三
十
一

日

み
や
ぎ
北
部
循
環
器
科

大
崎
市
古
川
字
本
鹿
島
百
四
十

五

令
和
元
年
九
月
一
日

令
和
四
年
八
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
二
四
八

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
東
雲

塩
竈
市
新
浜
町
二
丁
目

二－

四
三

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

株
式
会
社
大
和

リ
ー
ア
ル
テ
ィ

令
和
元
年
九
月

三
十
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
四
三
七

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

七
ツ
森

黒
川
郡
吉
岡
ま
ほ
ろ
ば

二
丁
目
二
十
二
番
地
の

同
行
援
護

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

令
和
元
年
八
月

三
十
一
日
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一

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

　

県
営
川
前
四
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日
か
ら
令
和
元
年
十
月
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

東
松
島
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　　
　

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

 　

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
宮
ノ
木
裏
二
一
の
一
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
九
、
字
草
木
沢
程
野
裏
一
二
の
二
、

二
〇
の
二
、
二
〇
の
三
、
二
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
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㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
ミ
ヤ
マ・コ
ー
ケ
ン

髙
橋　

健
介

大
崎
市
古
川
小
野
字
中
蝦
沢
百
三
十
九
番
八
十

六

般－

三
十

第
一
万
九
千
八
百
六
十
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

 　

被
処
分
者
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
付
け
で
、
禁
錮
以
上
の
刑
が
確
定
し
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又

は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
を
役
員
に
就
任
さ
せ
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

　

証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
売
り
さ
ば

き
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

売
り
さ
ば
き
機
関

売
り
さ
ば
き
場
所

指
定
年
月
日

宮
城
県
北
部
地
方
振

興
事
務
所
栗
原
地
域

事
務
所

栗
原
市
築
館
藤
木
五
番
一
号

栗
原
合
同
庁
舎
一
階
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事

務
所
総
務
部
県
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
内

令
和
元
年
九
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

　

白
石
市
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
八
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

千　
　

　
　

隆　
　

政　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
市
蛇
田
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

髙　
　

橋　
　

剛　
　

彦　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
八
月
二
十
日

髙　

橋　

長
一
郎

石
巻
市
蛇
田
字
西
境
谷
地
七
番
地

理

事

令
和
元
年
八
月
二
十
日

大
和
田　

正　

昭

石
巻
市
恵
み
野
二
丁
目
九
番
地
三

理

事

令
和
元
年
八
月
二
十
日

布　

施　

東　

吉

石
巻
市
蛇
田
字
南
久
林
二
番
地
一

理

事

令
和
元
年
八
月
二
十
日

齋　

藤　
　
　

廣

石
巻
市
蛇
田
字
中
埣
八
番
地
二

理

事

令
和
元
年
八
月
二
十
日

佐
々
木　
　
　

崇

石
巻
市
蛇
田
字
福
村
北
二
十
九
番
地

理

事
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二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
八
月
十
九
日

髙　

橋　

長
一
郎

石
巻
市
蛇
田
字
西
境
谷
地
七
番
地

理

事

令
和
元
年
八
月
十
九
日

大
和
田　

正　

昭

石
巻
市
恵
み
野
二
丁
目
九
番
地
三

理

事

令
和
元
年
八
月
十
九
日

千　

葉　

利　

一

石
巻
市
蛇
田
字
福
村
北
十
二
番
地

理

事

令
和
元
年
八
月
十
九
日

齋　

藤　

要　

一

石
巻
市
蛇
田
字
中
埣
三
十
七
番
地
一

理

事

令
和
元
年
八
月
十
九
日

宍　

戸　

敏　

男

石
巻
市
蛇
田
字
菰
継
二
十
二
番
地

理

事

収
用
委
員
会

雑

報

〇
宮
城
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
松
島
道
路
の

料
金
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

 

宮
城
県
道
路
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
18号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。

　
　
令
和
元
年
９
月
３
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類

　
 　
志
津
川
海
岸
荒
砥
地
区
海
岸
改
修
工
事
（
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢
地
内
か
ら
同
町
志
津
川
字

深
田
地
先
海
浜
地
ま
で
）

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
所
在
　
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
蒲
の
沢

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）
　
　
　
　

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

229番
３

雑
種
地

雑
種
地

433
436.06

収
　
用

使
　
用

364.47
0.52

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
持
分
42,768分

の
14

　
　
小
山
　
浩
二

　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
愛
子
中
央
三
丁
目
10番
15号
　
レ
オ
パ
レ
ス
ラ
テ
ラ
105

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
元
年
８
月
23日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
19号

　
宮
城
県
起
業
の
県
道
女
川
牡
鹿
線
改
築
工
事
（
飯
子
浜
工
区
・
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
大
石
原
浜
字
向
地
内
か
ら
同

町
飯
子
浜
字
夏
浜
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
町
道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
県
道
女
川
牡
鹿
線
飯
子
浜

事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理

を
開
始
す
る
。

　
　
令
和
元
年
９
月
３
日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
時
　
令
和
元
年
10月
11日
（
金
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
　
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等
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理
事
長　
　

小
野
寺　
　

好　
　

男　
　
　

一　

料
金
の
額

　
　
　

車
種
区
分
に
係
る
料
金
の
額
（
通
行
一
台
一
回
当
た
り
）

　
　

⑴　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
ま
で

車
種
区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

一
〇
〇
円

一
五
〇
円

一
五
〇
円

二
一
〇
円

三
七
〇
円

　
　

⑵　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
ま
で

車
種
区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

二
〇
〇
円

三
〇
〇
円

三
〇
〇
円

四
二
〇
円

七
四
〇
円

　
　

⑶　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

四
五
〇
円

六
三
〇
円

一
、
〇
六
〇
円

　
　

⑷ 　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

五
一
〇
円

六
一
〇
円

七
一
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

一
、
六
九
〇
円

　
　

⑸ 　

松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
か
ら
松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
ま

で
車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

一
〇
〇
円

一
五
〇
円

一
五
〇
円

二
一
〇
円

三
七
〇
円

　
　

⑹　

松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
か
ら
松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

二
〇
〇
円

二
五
〇
円

三
〇
〇
円

四
二
〇
円

六
九
〇
円

　
　

⑺ 　

松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種
区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

四
一
〇
円

四
六
〇
円

五
六
〇
円

七
九
〇
円

一
、
三
二
〇
円

　
　

⑻　

松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
か
ら
松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

一
〇
〇
円

一
〇
〇
円

一
五
〇
円

二
一
〇
円

三
二
〇
円

　
　

⑼ 　

松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

三
一
〇
円

三
一
〇
円

四
一
〇
円

五
八
〇
円

九
五
〇
円

　
　

⑽ 　

松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

二
一
〇
円

二
一
〇
円

二
六
〇
円

三
七
〇
円

六
三
〇
円

 

（
通
行
一
台
一
回
当
た
り
）

二　

実
施
予
定
年
月
日

　
　

令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


